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令和３年１１月１１日  

 

各特別区保健衛生主管部長 殿 

東京都福祉保健局医療政策部長     

（ 公 印 省 略 ）    

 

 

医療事故調査制度研修会の開催について 

 

平素より、都の保健医療行政に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 標記の件につきまして、別添のとおり公益社団法人東京都医師会会長から案内がございました

のでお知らせいたします。 

つきましては、下記及び別添案内の内容に御留意の上、関係機関及び関係職員への周知につい

て、よろしくお取り計らいの程、お願い申し上げます。 

なお、研修会に関するお問合せにつきましては、公益社団法人東京都医師会事務局医療支援課

までお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 日時 

令和３年１２月１６日（木曜日）午後７時から午後９時（終了予定） 

 

２ 場所 

東京都医師会館 ２階講堂 

※別添「医療事故調査制度研修会」を御参照ください。  

 

３ 研修概要 

  別添「医療事故調査制度研修会」を御参照ください。 

 

４ 申込方法 

令和３年１２月１０日（金曜日）までに、東京都医師会 HP内「研修申込システム」からお申

込みください。詳細は、別添「医療事故調査制度研修会」に記載の申込方法を御参照ください。 

※ 申込先は本通知を発出している東京都福祉保健局医療政策部医療安全課ではなく、公

益社団法人東京都医師会事務局医療支援課ですので、御注意ください。 

 

 

                    （研修会に関する問合せ先及び申込先） 

                     公益社団法人東京都医師会事務局医療支援課 

                       電話  03-3294-8831 

                      FAX   03-3292-7097 

                     

（本通知に関する問合せ先） 

                     東京都福祉保健局医療政策部医療安全課指導担当 

                      電話  03-5320-4432 
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令和 3 年 1 1 月 9 日 

 

東 京 都 福 祉 保 健 局 

局 長  中 村 倫 治  殿 

 

東京都医療事故調査等支援団体連絡協議会 

(公益社団法人 東京都医師会) 

                  会 長  尾 﨑 治 夫 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

医療事故調査制度研修会の開催について 

 

 

 平素より本会会務にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 平成 27 年 10 月から施行されました医療事故調査制度に関わる支援団体としての運営に

つきましても、ご支援をいただき、重ねて御礼申し上げます。 

平成 28 年 5 月には、東京都内所在の支援団体間の連携を図るために、東京都医療事故

調査等支援団体連絡協議会を立ち上げ、各支援団体のご協力を得て、医療機関等への支援

を実施して参りました。 

この度、本制度の周知徹底とともに、支援団体連絡協議会の支援態勢等を周知するため

に、下記のとおり研修会を開催いたします。 

つきましては、貴局におかれましては、本件についてご承知おきいただくとともに、病

院、診療所への周知方につきまして、特に中小病院への周知に、ご高配賜りますようお願

い申し上げます。 

なお、地区医師会、東京都病院協会には、本会より周知しておりますことを申し添えま

す。 

 

記 

 

第 11 回医療事故調査制度研修会 

① 日 時 令和 3 年 12 月 16 日（木） 19 時～21 時（終了予定） 

② 会 場 東京都医師会館 2 階講堂 

千代田区神田駿河台 2－5 〔別添案内参照〕 

※駐車場のご用意はありませんので、公共交通機関をご利用ください。 

   

 

 

 

 

問合せ先：支援団体連絡協議会事務局 

（公社）東京都医師会事務局 

支援部 医療支援課 

電話（直通）：03－3294－8831 

F A X ：03－3292－7097 



 

 

 

 

 

 

平成 27年 10月に施行されました医療事故調査制度に関わる支援団体としての円滑な運営のために、平

成 28年 5月には東京都内所在の数多くの支援団体にご賛同いただき、東京都医療事故調査等支援団体連

絡協議会を発足いたしました。  

その後は、運営委員会の元で、各支援団体にご協力いただき、医療機関等への支援を実施しております。 

この度、医療事故調査制度の周知徹底とともに、支援団体連絡協議会の支援態勢等を周知するため、下 

記のとおり研修会を開催いたします。 

 

日  時 ： 令和３年１２月１６日（木）19:00～21:00 

会  場 ：東京都医師会館 2階講堂（以下地図参照） 

対 象 者 ：医師・歯科医師・助産師・看護師・事務・技師 等 

プログラム ：別紙参照 

参 加 費 ：無料 

定  員 ：150名（先着順） 

※施設設備の関係上、受講人数に限りがございますため定員（150人）になり次第、締め切らせていただきますことを予めご了承ください。 
 

◆申込方法◆ ※申込期間：令和 3 年 11 月 10日（水）～12 月 10 日（金） 
・受講をご希望の方は、東京都医師会 HP内「研修申込システム」からお申込ください。 

・お申し込み後、「受講証（バーコード）」が発行されますので、印刷して研修会当日、 

会場受付へご持参ください。 

【研修会申込システム URL】https://study.tokyo.med.or.jp/publish/ 
二次元バーコードからもアクセス可能です→ 

 

※今回は地区医師会取りまとめ不可となっています。必ず個人でお申し込みください。 

※本申込システム利用に当たっては、「利用者マニュアル」をご参照ください。 

 

◆感染防止対策に伴う「抗原検査」の実施について（新型コロナワクチン未接種の方）◆ 
・本研修会受講希望の方で、新型コロナウイルスワクチン２回接種が未了の方におかれましては、研修会当日、 

会場で抗原検査を受検していただきます。 

・上記申込システムからお申込みいただく際に、①ワクチン 2回接種の有無、②会場での抗原検査実施の同意 

について、御回答ください（なお、当日受付で、接種証明書等の御提示をいただく必要はありません）。 

・ワクチン 2回接種未了かつ抗原検査実施に同意いただけない場合は、本研修会の受講はお控えくださいます 

ようお願いいたします。 

・当日、会場での抗原検査を受検する方におかれましては、開会３０分前（厳守）に、受付までお越しください。 

 

【会場 東京都医師会館 2階講堂】 

〒101-8328 東京都千代田区神田駿河台 2-5 

TEL：03-3294-8831（医療支援課直通）   

アクセス：公共交通機関をご利用ください。 
JR 中央・総武線 御茶ノ水駅 （御茶ノ水橋出口）  下車徒歩約 2分 

東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 （2番出口）      下車徒歩約 4分 

東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 （B1出口）    下車徒歩約 5分 

 
 

 

 医療事故調査制度研修会 
 

 

【本研修会に関する問合せ】 
公益社団法人東京都医師会事務局・医療支援課 

電話  ： ０３-３２９４-８８３１（課直通）   ＦＡＸ  ： ０３-３２９２-７０９７ 

https://study.tokyo.med.or.jp/publish/
https://4.bp.blogspot.com/-XuqXO9PeMRM/U32Ncy0LCTI/AAAAAAAAgvY/Ofjcsb58VJ4/s800/study_nurse.png
https://4.bp.blogspot.com/-XuqXO9PeMRM/U32Ncy0LCTI/AAAAAAAAgvY/Ofjcsb58VJ4/s800/study_nurse.png



